
・ご自身でも簡単に申し立てることができます
・お金もそこまでかかりません
・相手に住所が知られたり、相手と顔を合わ
せたりすることなく、手続を進められる場合も
あります

養育費調停の簡単な申立書、
つくりました

～まだ養育費の取決めをしていない方へ～

養育費調停の利用をぜひ検討してみてください！
法務省 養育費法務省民事局では、このほか、親の立場で離婚するときに考えておくべきこ

とをまとめた情報を法務省ホームページやパンフレットに掲載しています。

詳しくはこちら➡

令和４年２月 法務省民事局

＜書式と解説はこちら＞

書き方動画あります！


